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１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

避難準備・
高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）
・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報等

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

ひ な ん し じ

き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

災害の
おそれ高い
災害の
おそれ高い

災害発生
又は切迫
災害発生
又は切迫

災害の
おそれあり
災害の
おそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ
今後気象状況
悪化のおそれ

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　 タイミングです。

内閣府（防災担当）・消防庁

5 4 3警戒レベル５は、
すでに安全な避難ができず
命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の
発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止されます。
これからは、

警戒レベル４避難指示で
危険な場所から全員避難

しましょう。

避難に時間のかかる
高齢者や障害のある人は、
警戒レベル３高齢者等避難で
危険な場所から避難
しましょう。

避難勧告は廃止です
ひ な ん か ん こ く

避難指示で必ず避難
ひ な ん し じ

警戒レベル

４



　大規模災害が起きると、被災地への通信が増加し電話回線が規制され繋がりにくくなります。
　東日本大震災の発生時には、固定電話で最大80 ～ 90％、携帯電話で最大70 ～ 95％が規制されま
した。
　自らが災害に巻き込まれたり、家族や友人など身近な人と連絡が取れなくなった時は…
【１７１（イナイ）】の災害用伝言ダイヤルを利用しましょう。

●利用方法
「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の「録音」又は「再生」を行ってください。

災害用伝言ダイヤル【１７１】をご存知ですか？

○体験利用日
　毎月1日・15日（終日利用可）
　正月三が日（終日利用可）
　防災週間（8月30日 午前9時~9月5日 午後5時）
　防災とボランティア週間（1月15日 午前9時~21日 午後5時）
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１７１に発信
イ ナイ

安否を
確認する

安否を
伝える

録音する場合

音声案内に従って
1をダイヤル

自分の電話番号を入力
(０□□)－□□□－□□□□

再生する場合

連絡を取りたい人の電話番号を入力
(０□□)－□□□－□□□□

音声案内に従って
2をダイヤル



　電気による出火を防ぐためには、避難する際にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、地
震発生時には、とっさにそのような行動がとれるとは限りません。
　感震ブレーカーは、震度5強以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を
遮断し、電気火災を防ぎます。
　町では、住宅において感震ブレーカーを設置する場合、その費用の一部に対し補助金の交付を行っ
ています。
　購入費用だけではなく、取付工事についても補助の対象となっていますので、ぜひご検討ください。

〇要件
本町に住所を有し、かつ、居住し、本町における町税等（町税及び国民健康保険税）の滞納がない方
〇対象費用

・既存住宅において実施する感震ブレーカーの購入及び取付工事費用
・新築住宅の建築に併せて実施する感震ブレーカーの設置費用
〇補助金額
　購入及び取付費用の1/2以下で、最高1万5千円まで

※購入や取付前に必ず総務企画課危機管理室で申請手続をしてください。

地震による電気火災対策を！

分電盤タイプ（内臓型） 分電盤タイプ（後付型） コンセントタイプ 簡易タイプ

分電盤に内蔵されたセ
ンサーが揺れを感知し、
ブレーカーを落として
電気を遮断。

分電盤に感震機能を外
付けするタイプで、漏電
ブレーカーが設置され
ている場合に設置可能。

コンセントに内蔵された
センサーが揺れを感知
し、コンセントから電気
を遮断。

ばねの作動や重りの落
下によりブレーカーを
落として、電気を遮断。

約5～8万円 約2万円 約5千円～2万円 約3～4千円

電気工事が必要 電気工事が必要
電気工事が必要なタイ
プと、コンセントに差し込
むだけのタイプがある

電気工事が不要



ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

「避難」って
何すれば
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ
が避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。
下の４つの行動があります。

ハザードマップで以下の
「３つの条件」を確認し
自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。

安全なホテル・旅館
への立退き避難

行政が指定した避難場所
への立退き避難

安全な親戚・知人宅
への立退き避難

普段から
どう行動するか
決めておき
ましょう

ホテル ここなら安全！

※土砂災害の危険がある
　区域では立退き避難が
　原則です。

想定最大浸水深

※ハザードマップで安全か
　どうかを確認しましょう。

通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
確認しましょう。

旅館

公民館

小・中学校

自ら携行するもの
 ・マスク
 ・消毒液
 ・体温計
 ・スリッパ　等 ※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

普段から災害時に避難
することを相談して
おきましょう。 親戚・知人宅

屋内安全確保

水、食糧、薬等の確保が困難になる
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の
使用ができなくなるおそれがあります

※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの
　市町村へお問い合わせください。

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です


